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ソ連邦における労働紛議審理制度（2）  

中 村 賢 二 郎  

ほ し が き  

1‖ 労働紛議審理制度の形成過程  

2・・旧規則下の紛議審理制度  

（1）ネップ時代の紛議審理制度（1922年－1933年6月）  

（2）／ソ連邦労働人民委員部とソ連邦労働組合中央評議会の合併以後の紛議審理制度（19   

33年6月－1957年1月）  以上第37巻 滞2・3雪掲載  

3．現行の労働紛議審理制度…以下木琴  

ま え お き  

（1）労働紛議の審理機関  

（2）KTCによる紛議審理  

イ 構成  

口 権限  

ハ 異議申立・審理期間  

工 活動手続  

ホ 執行手続  

／ 3．現行の労働紛議審理勧度  

ま え お き   

以上のような社会的状況を背景にして，1957年1月31日何のソ連邦最高会読  

幹部会令で現行の「労働紛議審理手続にかんする規則」が確認制定されること  
（り  

になった。   

さて，この新規則を考察する場合最近のソ連邦共産党および政府が強力に実  

（1）「ソ連邦最高会議公報」1957年第4号   
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ソ連邦における労働紛議審理制度（2）  37   ー37 －  

施してきた工業建設管理制皮の改革，それに伴う労細組織の改舶，基層労組と  

りわけ◎3MKの権限の著しい拡大強化，また特に労働関係の分野での社会主義  

的適法性の遵守のための活動の－・層の強化等の－・連の政策をはなれて考えるこ  

とほできない。1957年12月17日付のソ連邦共産見中央委員会の12月総会の決定  

『ソ連邦労組の活動について』ほ労働法の厳格な迎守にたいする企業・瓶織指  

導者等の苗任強化の必要性を特に強調して，「圧Ⅰ体協約上の義務を果さず，労  

働立法を系統的に遵守しない経営指導者の責任を強化する必要がある」とのべ  

（ご＼  

て．いる。   

新規則は要す－るに旧制度がこれまで歴史的にもっていた中央集権的な紛議審  

理方式を根本的に改正し，基層労租の権限を拡大琴化して紛議ほ発生した企業  

内部で虐接審理解決サーるよう審理機能の垂心を紛議の発生現場に形式のうえだ  

けでなく，実質上も移動させるため特にゆ3肌Ⅰくを労働紛議の実質的な処理機関  
（3）  

たらしめようというのがその改正の主なるねらいでもあったわけであ・る（現場  

即決主義）。したがって今日でほ大部分の紛議が殆ど現場で最終的に解決される  

こ．とになっている。   

と与・ろで労働紛議は普通個人的（もしくは個別的）性質の紛議（訴訟的紛議）  

Tpy′玖OBO貴cnopH瑚HBHRyaJrbHOrO3HatIeHH51と集団的性質の紛議（非訴訟的紛  

議）TPyAOBO葺crIOp KOJIJIeIくTHBHOrO3IiaqeHH兄 とに類別される。前者は既に  

法に規定された労働条件を具体的紅イ国々人に適用するさい企業管理部と個々  

の労働者問に発生する紛議であり，例え．ば不当解雇・転職・復職。賃率の適用  

（2）1957年12月19日何の「プラウダ」  

（3）BlB・KapaBaeB，Alm；KaOTaHOBCZ（a5l，Pl3”nI4BHl叫：Pa3pe山eHHeTp・・   
yAOBhrX CIlOpOB（1くOMMeHTapH葺）rocIOpH3L4aLr…1960r”CTpl3   
なお，今日の労働紛議審理制度の特色についてほ，第27回日本比較法学会総会（1964年   

5月31日，6月1日）での部会報告の要旨のなかで簡単にふれて－おいた。「比校法研究」  
1965年算26号98－101ぺ一汐。   

q）3肌Kが労働紛議の実質的な処理機関となったということほ，そのごの1958年7月15   

日付のソ連邦最高会議確認の「q）3∧4Kの擬限にかんする規則」，特に同規則癖10条紅よ   
って明かである。こ．の点の考察を別稿で詳論する予定であるが，すでに参考資料として   

ア・イ。ニスタフツ千ワ「労働組合製作所・エ場・現地委員会の棉限にかんする規則第10   

条の適用上の諸問題」を紹介しておいた。「香川大学経済論叢」第36巻第1号，98欄  

111ぺ・－汐。   
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38  常38巻 第1・2号   －▲－、TJざ・一－  

・補償・超過勤務手当の支払にかんする紛議等がこれ紅屈する。後者ほ企業管  

理部と¢3肌Ⅰく間に発生する紛議であって，当該企業の労働者全体に共通するよ  

うな労働条件の設定もしくは変更にかんする紛議を云い，団体協約や労働保護  

協定の締結・変更，新しい賃率の設定等をめく■る紛議がこれである。   

現行法上このような労働紛議の類別がされているわけではないが（旧制度は  

訴訟的性質の紛議と云う法用語をもちいて実際に区別していた。旧規則第21条，  

1928年12月12日付「P王くKにかんする規則」第10・12条参照），しかしこの区別  

は現在もなお事実上存在しているし，労働紛議の管樽を決定する上でも今なお  
（4）  

有効な概念になっている。1957年1月31日制定めこの新規則ほ，この個人的紛  
（5）  

議の審理手続を専ら規定したものであり，本稿が直接考察の対象にするのも，  

この種の労働紛議の審理制度にかぎられる。   

しかし，次紅集団的紛議に．ついて若干ふれておくこ．とにする。今日ではこの  

種の紛議は1933年の労働人民委員部と労働組合中央評議会の合併以後ほ，労働  

組合州委員会06KOM：nPO¢coIO3a，労働組合州評議会06JlrIpO申COBeT，労鱒  

組合中央委員会などの上級労組機関とトラスト，コンビナーート，ソフナルホ－・  

ズや関係各省などの上級経営機関のあいだの直接交渉で解決される慣行になっ  

ている。例え．は，ソフナ・ルホ－ズの所轄下の企業でほソフナ・ルホーズと労働組  

合評議会との間で，労働組合州委員会がある場合にほ労働舶合評議会へ持込む  

まえに，労働組合州委員会とトラスト，コンビナ’－トもしくはソフナルホーズ  

支局の段階で問題を解決することになっている。労働組合評議会は．経営諸機関  

と団体協約を締結し，またそれに関聯した企業管理部と労組間の紛議を最終的  
（8）  

に解決する権限をもっている。  

（4）A・E na工血pcTHHK‥PaccMOTpeHHeTpy月OBbrXCnOpOB”fOpH．炬ⅢeCKa兄JmT・   

epaTyp乱MoclくBa，1958C、rp24  
（5）新規則第10条ほ「KTCは．企業・施設および組織において，仰方の当事者たる労働者  

・勤務届と他方の当事者たる管理部との間に発生する一切の労働紛議を審理する義務的   

な初級機関である。委員会は，労働立法・団体協約・労働契約・内部労働管理規則の   
適用に関連す挙その他の紛議を審理する義務的機周である。」としてKTCが個人   
的紛議の専属審理機関たることを明記している。  

（6ト1957年8月17日付ソ連邦労働組合中央評議会幹部会決定確認の「労働組合共和国・地   
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39  ソ連邦における労働紛議審理制度（2）  ーβ9 叫・   

以上のような現状にたいして，エヌ・デ・アレクサンドロフほ理論的紅はこ  

のような労組機関と経営機関の間に発生する集団的紛議を審理するにほ，仲裁  

機関を設置するのが合理的ではなかろうかと提案している。そしてすでに1928  

年8月29日付のソ連邦中央執行委員会と人民委員会議の決定（ソ連労農政府法  

律処分集C3CCCP算56号，第495条）でほ，この種の紛議審理には／労働人民  

委員部の代表者を議長として当該労親機関と経営機関の代表で構成する調停委  

員会もしくほイ中戴裁判所を必要に応じて．設置することができるという規定のあ  

ったのを想起する必要があると云う。・確かにアレクサンドロフの云うように，  

¢3肌Kの権限強化と同時に企業長の権限が拡大したり，工業管理制皮が地域別  

に再編成されている今日では，地方経営機関と地方労親機閑の直接交渉で解決  

されねほならない問題の範囲が著しく増加の傾向にあるので，このような集団  
（7）  

的紛議の調停・仲裁審理手続の法制化が極めて重要になってきている。   

ともかく今日のKTCでも，その審理事項からこの集団的紛議にかんするもの  

が一腰的に除外されている点は，1933年以後のPKkの場合と同様である。  

現在個人的紛議の審理手続を直接規制する法規は，1957年1月31日付制定の  

「労働紛議審理手続にかんサーる規臥」以外に，この新規則制定に伴う1958年改  

正の労働法典第16葦こ。この紛議の裁判手続を規定するものとしては労働法典，民  

事訴訟法典および1957年9月13日付のソ連邦最高裁判所総会決定の「民事労働  
（8）  

事件の裁判慣行について」等がある。   

なおこ・れ以外に審理制度のそのごの部分的改正・神足法規として，1959年1   

方・州評議会規程」第2蕃参照。－「ソ連邦労働組合中央評議会公報」1957年算16号，1   

ぺ－・汐。なおすでに，1947年2月4日付のソ連邦閣僚会議の布令「企業における団体協   

約の締結について」（1947年2月19日付「イズベスチヤ」）のなかで，「経営団体と労   

組組織間の団体協約の締結過程で発生する紛議はソ連邦閣僚会試の決定紅委ねられる問   
題を除き，所轄各省の同意にもとづいて仝ソ労働組合中央評議会によって解決される」   

と規定されている。C60pHHK3al（OHORaTe瓜HhrXaKTOB O rPy，qe”rOCIOPH3DaT・  
1959，CTJp447，Crp・・30  

（71H。r。、AJIel（Ca11npOB‥CoBerCI（OeTPyAOBOenPaBOlMocfCBah1963，CでP，350嶋   
351  

（8）＜C60pHHK3aIくOHOAaTeJIbHbrX aKTOBO Tpy且e＞rOCK）pH3RaT”1961hCTp463   
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40  第38巻 節1・2号   ・一 武）－  

月27日何のソ連最高会議幹部会決定の「¢3MKの同意のうえで管理部により解  
川＼  

雇された老の労働紛議審理手続紅ついて」およぴ1960年1月9日付のソ連邦最  

高会議幹部会令の「労働紛議審理手続に関する規則の改正について」（附録第  

（10） 1号のうち第10項の追加紅関するもの）等があげられる。  

（1）労働紛議の審理機関  
（11）  

新規則上の労働紛議審理機関は次の3機関である。（第1条）  

ー労働紛議委員会（一大企業の場合は，労働紛議職場委員会と全工場労働紛議   

委員会）Ⅰく0ⅥHCC肌nO TpyAOBI）血C口OpaM（KTC）  

一製作所・工場・現地委員会¢a6pHqHbIii，3aBOACKO負，MeCT11b泊・ⅠくOMHTeT  

npo㊥coIO3a（¢3肌K‘）  

朋人民裁判所Ⅰ一はpOArIb泊cyA   

大多数の個人的労働紛議が以上の3機関で審理されるが，これ以外に新規則  

も服務手続で上級機関が行う特別な紛議審理手続を規定している。（第38条・  

34粂）   

PKK，調停・仲裁機関および人民裁判所がそれぞれ別個に独立した審理機関  

としてあり，PIくⅠくの義務的な審理事墳以外は直接人民裁判所へも提訴できた旧  

規則とほ異って新規則は次のような一・元的な審理方式を採用している。すなわ  

（9）「ソ連邦最高会議公報」1959年1月29日付，節5号（937），第531乱   

「1958年7月15日付ソ連邦威商会韻幹部会令確認の睡3肌Kの権限について』の規則   

に照応して．，ソ連邦最高会議幹部会は．次のことを決定する。  

¢3肌Kの同志のうえ管理髄の発試で解雇された者の労拗紛議は労働紛議委員会なら   
びに虻3MKに異議申立をせずに歯按人民裁判所で審理される。  

労務者ほ不当解雇および復職匿かんする町立を解雇命令が出された日から1ケ月以内   

に人民裁判所に行うことができる。」  

（101「ソ連邦最高会議公報」1960年第2号，第6項  

i川 新規則の全訳はすでに「香川大学経済論遣」第31巻第5称に発表したが，誤訳やその   

ごめ部分的な改正もあるので新に参考資料として末尾に掲級する。   
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ソ連邦における労働紛議審理制度（2）  41   ・一武仁一 

ち，－・瑚の個人的紛議の義務的初級審であるKTCで問題が解決できない場合，  

例えばKTCで合意がえられないか（23・27条），もしくはKTCの裁定に不服な  

労働者が異議申立をした場合（24条），紛議ほ滞2審の¢3肌Kで審理される（28  

条）。その決定に不服な労働者，およびその決定が現行法違反と考える管理部は  

人民裁判所に提訴する（31・32条）といった審理方式を新規則ほ．とっている。  

したがって特別な場合を除いて，原則として¢3MKや人民裁判所は紛議審理の  

弗1審たりえないし，また人民裁判所としてもKTCや¢3MKの予備審理をへ  
（12）  

ない労働事件を審理する権限はない。   

以下新規則の規定する個人的労働紛議の審理機関の構成とその審理手続をみ  

ることにする。  

（2）KTCJこよる紛議審理  

イ．構  成   

KTCほ労働観合委員会もしくほ労働組合オルグrrpo4）OpraHH3aTOpのあるど  

のような企巣・施設・組織にでも設置され，企業内で発生したあらゆる個人的  

労働紛議を直接現場で審理す－る義務的初級機関である。それは¢3ル1Kと企菜管  

理部の同数の常任代表者で構成する（5条）。労組側の代表ほ労観委員会の委員  

のなかから◎3MKの決定で，また管理部側の代表ほ企業・施設・組織（職場）  

の指導者の命令でKTCに派過される。企業・施設・組織・職場等の指導者は管  

理部例の委員に・，¢3ル1Kの議長は労馴りの委員に顕ることもできる。（6条）   

各代表の人数ほそれぞれの企菜の規模に応じて一両当事者間の協定で決定する  

問題であって別に一億していない。実際には双方から2名，3名，4名づつ，  

時にほ5名位の代表が出る。この被選出委員の任期ほゆ3MK委員の任期と同じ  

1年間である。KTCへの代表委員の選出方法ほ，普通ゆ3八4Kが改選されて最  

02）RBlKapaBaeB，Al肌・KaOraHDBCI（a兄，P・・3nnBuliiLt：Pa3peuleH舅erPy且0－   
BbIXCr70POB（KOMMeFITap拓葺）rocfOPH3月aTl］9弧crp・32   
しかし，⑳3朗Kの同意のうえ管理部紅より解雇された老の紛議（1959年1月27日付ソ   

連邦最高会議幹部会決定），◎3朗Kや労組のない企業の，たとえば軍属や雇楯突約でコ   
ルホーズに勤務する労働者の紛議および家事使用人の労働紛試，◎3肌Kに勤務する労働   

者の紛議（1957年9月13日付ソ連邦段高裁判所総会決定および労働法典第169条の2）   

は¢3机Kなへずに直接人民裁判所で審議される。   
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第38巻 第1・2弓  42  －－イご－  

初の会議で選ぶことになっている。管理部側の代表委員ほ，管理部の命令で派  

遣される。ところが実際紅ほ法に違反して労寵委員会の委員でないものが労働  

者側の代表に選出されたり，管理部例の代表紅職場主任の代理とか平職員が出  
しtさ1  

たりしている例が少くないようである。   

労働組合の職場委眉会のある大企業でほ．労働紛議職場委員会qexoBa兄1くOM一  

打CCⅢ1叩OTpy几OBbIM CnOpaM が設置され，そ・の上に全工場労働紛議委員会  

06工1e・3aBO几Ctくa兄ⅠくOMHCC即r70TpyAOBhIMenOpaMが組織される。（5条）  

両委員会とも同一・の組織原則に．もとづいて鶴城され活動するが審理事項は若干  
（14） 

異っている（25条）。なおソ連邦労働寵合規約第47条は離合員15名以上の初級  

労鵜紅◎3肌K，15名以‾F■の労組に労働組合オルグを設置すると規定している。  

したがって，¢3MKのない小企業でのKTCの場合は労働組合の組織者巧pO－  

¢oprと．企業の指導者で構成され（7条），その裁定に不服な労働者ほ直接10日  

以内に人民裁判所へ提訴できる（24条）。KTCは労組と管理部の共同審理機関  

であり，その裁定は双方の合意によって採択される（19条）。  

口．権  限   

KTCは服務手続で審理される紛議（33条）等の新規則第11条に規定される間  
（15）  

題，¢3MKの同意のうえ管理部紅より解辞された老の紛議，家事使用人や  
■t＝：1  

¢3肌Kに勤務する労働者の紛議，¢3桐Ⅰくや労組のない企業の労働者の紛議等  

を除くと，労働省と管理部問紅発生するあらゆる労働紛議を審理する権限をも  

っている。以上のような特殊な紛議を除くと，KTCほ】・切の個人的性質の労働  

紛議を革理する義務的な初級審理機関であるから（10各），KTCをへずに・紛議  

を第2審・滞∂審である¢3肌王くや人民裁判所紅直接持込むわけにはいかない。  

この点は特に旧制度と興る新規則の特色といえる。（後述）  

u3）B｝ H・CMOJr刃PtIyK：nOp瑚OKPaCCMOTpeH拷5ITpy且OBbIX CrIOpOB B CCCPlr   
肌ocKBa・1962 cTp26－▲29  

㈹ C叩aBO禦描叩0¢coめ3HOrOpa60rHHKanpO如3月ar1961・CTj）158  
個 エヌ・ゲ・アレクサンドロフほ新規則算11条が列挙するKTC、の審議対象とならない   

紛試とは，個人的性質の紛議といえないもの乃至一叔的意味での労働紛議とはいえな   
いものであるから勿論KTCでは審静できないと述べている。この点ほ後で詳述する。   

H・r・AJIeIくCaHApOB：CoBeTC王くOe TpyLtOBOeTZPaBOl1963CTpn 352   
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ソ連邦における労働紛議審理制度（2）  43   ー・4クー－   

職場l（TCの審理手続および権限ほ全工場ⅠくTCのそれとはぼ同山・であるが，  

ただ当該職場外の作業への移動と定員縮少による解雇紅かんする紛議の審理ほ  

全工場KTCのみの権限に属し，職場KTCでほ審理できない（25条）。しか  

し，1959年1月27日付のソ連邦最高会議幹部会の決定で，¢3肌Kの同意をえた  

管理部による解嘱如こ関するあらゆる紛議は，KTC・◎3MKを通らずに直接人民  

裁判所で審理することになったので，この節25条の定員縮少による解雇問題に  

かんする規定はすでに法的効力を失っている。また職場KTCはその職場管理  

部のみならず，その上部虹ある全企業管理部と関係のある労働紛議をも審理   
（1＄）  

サーる。   

全工場KTCほ職場KTCで審理されたあらゆる紛議について，①労組職場委  

員会と職場管理部の代表者の間で合志がえられない場合。④労働者が双方の代  

表の合意に．より採択された職場KTCの裁定紅不満で異議申立をした場合紅審理  

する権限をもつ。KTC，¢3肌Kいずれにたいする異議申立も当該男働老のみが  
（17）  

行うととができ管理部ほ．できない（】5・23・24・26・27条）。   

ところが実際紅は◎3肌Kへ労働者が異議申立しないのに，管理部の要請だ  

けでKTCの裁定を◎3肌Ⅰくが取消している事例がしぼしばあるようである。例  

えば，ロスリヤチンスキ十製材工琴の労働委員会ほ管理部の申立で労働者クリ  

ヤーノフの現場復帰にかんするⅠくTCの裁定を取消している。このような事例  

（16）B、B．KapaBaeB，A・m”Ka4）TaHOBCKa刃，P，3・血BInHu：Pa3peuIeHHeTpyノIO－   
BbIXCnOpOB（KoMMeHTapH蹟）rocIOpH3且aT1960、CTp・94  

（17）HrAJIeKCaHRpOB：CoBeTCIくOeTpyZtOBOe rIpaBOl肌OCIくBa，1963・CTP3521・   

CTp・357   
Bll（apaBaeB他：Pa3peHJeHHeTpyAOB王濾ⅩCrIOpOB（KoMMeHTapH鈷）1960lCTp50，91   
管理部の異議申立ができない 理由として，アレクサンドロフは管理部側は当該労働者と   

異って紛議の当事者であるだけでなく，労組側と同等の資格で裁定を下したKTCの構   

成員でもあるからだとし，審理の参加者としての法的地位に力点をおいている。コメソ   
ダールでは，管理部の代表者はKTCで男組代表者側の提案に同意するか否かを自由意志   

で決定したのだから，KTCの裁義ほ管理部自身をも拘束するので異論申立ほできない。   

労働者ほKTCの委員でもないし，ⅠくTCの採択した戴愚こは本来同意権をもたぬから   

異議申立ができるとし，当事老の自由意志肛力点をおいて考えてい る。いずれにせよ   

KTCの裁定が管理部側の代表の同意をえて下されたものであるからという点において   

同じである。   
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が生ずる背景には1958年7月15日付の「¢3MKの権限にかんする規則」に．．法文  

化された今日の⑳3八4Kの権限強化の運用の適正化の問題が関連して考えられよ  

う。以上のように既に合意のうえ採択されたKTCの決定を管理部側の－・方的  

な提案で¢3MIくが取消した場合には，人民裁判所が当該労働者の異議申立を受  
（18）  

理するのは云うまでもない。   

ところで，KTCが労働紛議の義務的初級審理機関であるということは，何  

も労働者がKTC．以外に異議申立の方法をもたないという意味でほない。労働  

者はそれ以外にも関係上級機関とか関係公務員（例えば，検事局もしくは検事  

等）に異議申立をすることができるのであり，その申立を受け■た機関ほ慎重審  

議のうえ．適切な決定を下す義務がある（後述）。したがって，KTCが義務的  

な紛議審理機関であるというこ．との意味ほ，既述のようにあらかじめKTCや  

¢3ルIKを通らずに．は当該紛議が裁判所の審理の対象とほなりえないということ  

でもある。   

実際に，労働紛議の所轄をめぐって管理部と¢3MKの問に意見の相違が生  

じた場合，管理部がKTCの審理に参加しない事例がよくある。このような場  

合，◎3MKほ上級労組や経営機関のたすけをかりて，それに．参加するよう色  
（19）  

々な措置をとっているようである。  

ハ．異議申立・審理期間   

新規則ほ，職場KTC－ゝ全工場KTC，全工場KTC－→¢3Mf（，03肌Ⅰく一－ヰ  

人民裁判所の各々の上訴期間ほ同じく101］以内と規定している（23条，24条，  

26条，27条，31条，82条）。しかし初級審であるKTCへの労働者の異議申立期  

間に∴ついて別に規定がない。   

このように異議申立．の有効期間が初級審理機関であるKTCに．のみ明文化さ  
（20）  

れていないのは新規則の特色のユっである。異議取立ほ何時でも無期限になし  

（18）PaccMOTpeHHe TpyÅOBblX Cr10pOB B CyAe（B BOrIPCCaX H OTBeTaX）Moc重くBa，  
1963，H3月lfOpI用meClくa兄JTme7raTypa，Crpl40  

u9）AE」naLuePC・rHmく：PaccMOLrPeliHe Lrpyノ玖OBblX CrlCPOB1958CrP‖33  
C2O）B”HlCMOJ7刃Pqy王（‥nOp57且OKPaCCMOTPeHH51TPyROBbTXCnOpOB BCCCP・r机ocI（－   

8al1962－ CTp40   
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ソ連邦における労働紛議審理制度（2）  45   －45－  

うるとも考え．られよう。しかし新規則第21条にほ金銭上の要求紅かんする紛議  

の場合，異議串立をする期間KTCほ支払われるべき額を労働者に支給する裁定  

を行う（ただしその期間ほ3ケ月以内）。また利用されなかった休暇の補償に  

かんする問題についてほ，遡って2労働年度（極北地区は3労働年度）をこえ  

てほならないという規定があるので，異議申立の有効期間が間接的にではある  
（ご11  

が規定されたものともみられる。従って－非金銭的紛議についてほ別段申立期間  

の制限がないこと紅なる。いずれにせよ以上のように新規則が21条というあい  

まいな型でしか異議申立の期間を明文化しなかったため，今日もなお理論上も  
（22）  

実務上も椚・つの論争点となってこいる。   

KTCの紛議審理期間は申立受理から5日である（14条）。   

なお，KTCは労働者の申立によって∴審議をほじめるのであり，普通管理部ほK  

TCに申立ができないが，ただ次の場合にのみそれが許されている。すなわち，  

労働法典第83条の労働者が企業に加えや物質的損害の賃金控除について労働者  

がこれに不服な場合，管理部はKTCに申立ができる。その申立期間ほ14日であ  
（23）  

る（労働法典83条の2）。  

ニ．活動手続（第12条－24条）   

KTCの審理活動は労働者の申立で開始され，その申立ほ㊥3八4K（もしくは労  

組職場委眉会）が受理する。KTCの会議ほ普通勤務時間外に開かれ，2・3交  

代制の企業では関係労務者と証人が出席できるような時間に行われる（17条）。  

審理ほ必ず関係労働者の出席のもとで行われる。ただし，関係労働者の書面に  

よる欠席審理の希望が奉るか，もしくほKTCの再度の召喚にもかかわらず正当  

事由なし紅欠席した場合はこの限りでない（15条）。  

位1）HrlrAJreKCaHZLpOB：CoBeTCKOeTPy40BOerIPaBO，MocKBa，1963lCTp・353  
C22）BBnKapaBaeB他：Pa3peHleHHeTPyZ（OBZ）TX CrIOpOB・1960“cTPい83－85  
錮 C6opⅢ封K3aZ（OHORaTeJ7bfTもrX aKTOBO Tpy，4e，rOCIOp軍属aT”1959・CTpL359  
BlB．lくapaBaeB他：raM）Ke，CrP49M50なお，KTCが賃金控除を否認するか，KTCで  
合意がない場合，管理部にはそれ以上その裁定に異議申立をしたり，◎3MKに持込む権限  

は与えられていない。   
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KTCの議長と古記の職務ほ．，毎回の会議ごとに労麒の代表と管理部の代表  

が交接で行うが， そ・の隙間じ会議の議長と．古記の職務を－・方の代表だけで占め  

ることは許されない。したがって，同じ会議で労親側が書記になると管理部例  

の代表は議長の職をつとめるというととになる（8条）。   

会議の最初に関係労働者は－・定の委員について忌避の申立ができる。この申  

立の採否ほ，それが管理部の代表委員である場合ほ企業の指導者，労離代表委  

員である場合は¢3肌Kが決定する（18条）。必要とあらばKTCは証人を召喚  

したり，特定人に技術上・会計上の検査を依頼したり，管理部に関係書類の提  

出を求める等して同委員会の決定が入念な認査と事件の客観的其実を確認した  

うえでされるように努力する（16条）。   

委員会の裁定が現行法規・訓令・内部労働管理規則・団体協約・労働契約等  

紅もとづいて行われ いわゆる村会主義的適法睦の要請にこたえるものでなけ  

ればならないこと腔云うまでもない（19条）。また金銭上の要求についての委  

員会の裁定にほ，労働者への支払額を明記することが必要とされる（20条）。   

KTCの裁定の採択方法ほ両当事者の合意によって：行われる（柑条）。この点  
（24）  

¢3肌Kの場合渾沌多数決投票によるのと異っている。紛議審理の過程では労働  

者側の統一－・意見と管理部側のそれとが出され，相互に見解の相違があってその  

調整が困難な場合ほ，裁定ほ．出されないで，ただ議事録にそれぞれの意見を記  

載して合意のえ．られなかったことを記入する（22条）。エプレユタインはそれ  

ぞれの側内部で統一・卑解がえられない場合は，意見の対立が一濁されるまで審  
（25）  

理を一・時中断する必要があるとのべている。また逆にその内部で統一・意見がえ  

られた場合には，投票でKTCの裁定が採択されるわけではないのでKTCに各委  
（26）  

員全員が出席する必要は．ないとアレクサンドロフは云う。   

KTCで両当事者の合志がえ．られないため裁定を下せない場合，関係労働者  

（24）B”B．KapaBaeB他：Pa3peLueZIHeTpyAO8bIXCrIOpOB（KoMMeHTapHn）1960・CTP 
107，113  

C25）A・几9rruTe紬：HoBb摘rIOp51AO重くpaCCMOTPe平明Tpy几OBbrXCrrOpOB 
＜CoBeTCIくOe rOCyノIapCTBOI＝叩aBO＞1957′Nol7”CTp・56  

偶仁H，r・AJreL（CaflRpOB：CoBerC‡くOeTpyAOBOe rTPaBO、肌OCIくBal1963・CTP・355   
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ソ連邦における労働紛議審理制度（2）  47   －47－  

は101ヨ以内に¢3肌Kに異議申立透する（28条）。ⅠくTCの裁定に不服な労働者  

は本人に同委員会の会議の議事録の抄本が交付された日から10日以内に◎3MK  

へ異議申立をする（24条）。¢3肌Kのない企業のKTCの場合（7条）ほ，そ  

の裁定に不服な労働者ほ直接人民裁判所へ提訴できる（24条後段）。   

なおKTCの裁定にたいして層琴部が異議中耳の権利をもたないこと・は前述  

したが，判例も同一・見解をとっている。例えば，オロニーチェフ事件の判決の  

なかでロジャ共和国最高裁判所民事合議部ほ「KTCの裁定は最終的なものであ  

り，その裁定の変更は関係労働者の異議申立紅よってしか行え．ない」と述べて  

」∴、  
いるし，また同一－・内容の判決は同じ民事合議部のヤロフ事件においても出され  

（28ノ  

ている。だが，旧制度でほ労働者のみならず管理部側もまたPKKの決定にた  
（29）  

いして：上級労組機関紅監督手続によって異議申立ができたようである。   

KTCの会議の議事録の写しは3日以内に．当該¢3MKと管理部にそれぞれ交  

付され，またその抄本ほ同じ期間内に関係労働者にも交付されるか郵送され  

る。 同じ議事録ほ他の労働者や勤務員にたいし見えやすい場所紅公示する（22  

条）。ⅠくTCにたいする技術上のサービスは企業側が行い，そ・のための労働者を  

管理部は職務命令で任命する（9条）。   

なお，1955年4月24日付のソ連邦最高会議幹部会令確認の「ソ連邦に．おける  
（30）  

換事監督にかんする規程」第13粂・14条によると，労働者の申立のある場合と  

か，検事白身が管理部の行為を違法と認定した場合にほ，検事はそのような遵  

位7）くCoBeTCIくa兄氾CT粗放兄＞・1958r… No．10  

朗 くCoBeTCKa兄】旧CTI4q拷兄＞1958r．No、8  

「29）「評価・争試案員会の決定に不服な労働者および企業もしくは施設の指導者は評価・   

争議委員会の決定に対し監督手続により訴願することができる」山之内一・郎訳「ソヴ．ヱ   
ト労働法」下巻，164ぺ・廿ジ  

（3仰 「ソ連邦における検事監督にかんする規程」   

第13条（故事の異議申立）ソ連換事総長およびそれ紅従属する検事は，違法の命令・   

訓令・決議・処分・決定その他の行為につき，それを公布した格闘またはその上級機関   

に異議を申し立てる。  
検事の異議は，10日間以内に審議される。異議にもとづいて採択された決議は，一異議   

申し立てた検事に通知される。  
権限を有する老が，ある者の行政的責任をとう決定を，該当する機関にあたえた場合   

に，検事の異議申立があったとき，その機関ほ異議の審理がなされるまで行政罰の執   
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法な命令を出した機関もしくはその上級機関紅異議確立することができる。し  

たがって，検事ほ違儀と考えたⅠくTCの裁定についてq）3♪爪くに異議申立がで  

き，さらに．¢3MKの決定を違法と考える場合に・ほ人民裁判所に提訴できる。   

ホ．執 行 手 続   

KTCの裁定ほ義務的効力をもち，どのような機関の承認も必要としない。  

その裁定に．執行期日が記入されてこない場合ほ10日以内に・管理部によって∴執行さ  

れる（85条）。同一・期間内に管理部がKTCの裁定を執行しない場合ほ・，◎3肌K  

ほ執行令状としての効力をもつ特別な証書を関係労働者に交付する（∂6条）。  

関係労働者としてほ，この一ような証書をKTCの会議の議事録の抄本が交付さ  

れてこから1ケ月以内に受取る権利をもっている（38条）。   

執達吏は¢3MKが交付して二8ケ月以内に彼に・提出された証書に・もとづいて  

KTCの裁定を強制手続で執行する、（39条）。管理部が不当解雇や不当転職の  

復職にかんするKTCの裁定の執行を引延した場合，◎3裾Ⅰくは．不当解雇につい  

て：は当該労働者の強制的休職期間中の賃金，不当転職については賃金差額の支  

払にかんする決定を行う。一この場合，賃金や賃金差額ほそれにかんする裁定が  

出された日からそれが執行される期間中支払われる（40条）。  

行を停止する。   
第14条（訴願の取扱）検事は法律の違反にかんする市民の届出および訴願があったと  

きは，、それを受理して検討し，法律の定めた期間内にこ．れらの届出および訴願を検査し  

て侵害された市民の権利を回復し，市民の適法な利益を保護する処置をとらなげればな  

らない。「法務資料」第362号   

B・B”KapaBaeBイ也‥Pa3pelue＝HeTPyAOBbIXCrIOPOB（KoMMeHTapHii）1960・CTp・  
11，92，   

H・r．AJ7eIくCaH皿pOB：Coz3eTCI（OeTpyJ（OBOe npaBO‖1963CTP1357   
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